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１．事業概要
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11,941
　法適用

　昭和　61　年　4　月　1　日 計 画 給 水 人 口 9,200
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施 設 数

千ｍ配水池設置数 3

施 設 能 力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数 2
管 路 延 長 96.84

　法非適用
現 在 給 水 人 口 7,834

有 収 水 量 密 度 0.718

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

岐阜県　池田町

上水道

計 画 期 間 ： ～

　本町の水道事業会計は、現在、上水道事業会計と簡易水道事業特別会計の2会計となっているが、平成29年度より上水道事業会計に統合する計画である。以下に、
平成27年度の上水道事業と統合する簡易水道事業の現況を示す。なお、③料金、④組織については共通である。

供 用 開 始 年 月 日
上
水
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法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

簡
易
水
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供 用 開 始 年 月 日

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

現 在 給 水 人 口

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

5,160 ㎥／日

　水道課職員数は平成28年度現在、11人。うち課長1人、水道係4人、下水道係5人、下水道技術管理係1人。
　水道係(4人）が上水道事業(簡易水道含む)を担当している。

これまでの主な経営健全化の取組

　本町の水道事業は、上水道と二つの簡易水道により、町内のほぼ全域を給水しており、経営も上水道事業会計、簡易水道事業特別会計の二つの会計により経営され
ている。
　しかし、平成26年3月に、上水道と二つの簡易水道を事業統合する認可を受け、事業は上水道として統合されており、統合整備事業を行っている。整備終了後の平成
29年度には、事業会計も統合する予定となっている。統合による施設の統廃合はないが、施設利用率の均等化をはかるため、北部簡易水道給水エリアの一部を上水道
給水エリアへ切り替えるなどの整備を行い、効率の向上を目指している。

　年 月 日

2,701 ㎥／日 施 設 利 用 率 106.16

上
水
道

水 源

施 設 能 力

施 設 数

別添１－２

池田町　上水道　事業経営戦略

事業の現況

基本水量　　　　1か月につき　　　　　　　　10m3
基本料金（量水器口径別に設定)　　1,728円(13mmの場合)
超過料金　1か月につき10m3を超える分　140円/m3

*1　「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強
会の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。
①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだか、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実
施する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

108.34

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 44.04

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

1

0.686

　平成　6　年　4　月　1　日 計 画 給 水 人 口 12,600

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

給水人口の予測

　今後、簡易水道事業特別会計を統合するため、合算した経営指標についても算出し、比較分析を行った。
　上水道で経常収支比率が100％を下回っていたが、合算すると100％以上となった。しかし、料金回収率は100％を下回る結果となった。企業債の償還がまだ数年残っ
ており、給水原価も高くなっている。施設利用率は、全体では60％程度であるが、各施設では不均衡となっているため、均等化を図る必要がある。管路はまだ法定耐用
年に至っていないが、塩ビ管が多く、漏水がみられ、有収率も低くなっているため、改善が必要である。

・1人1日使用水量(原単位)の実績値をもとに将来値を推計し、給水人口を乗じて有収水量を算出する。
・有収水量を有収率で除して給水量を求め、給水量を負荷率で除して最大給水量とする。なお、有収率は目標年度で92％となるよう上昇するものとし、負荷率は過去5
年間の実績値の平均で一定とした。有収率の目標値は、有効率を95％（厚生労働省の指導値）とし、有効無収水量を全国的な値とされる3％と想定して、92％とした。今
後、漏水の目立つ管路を優先して更新するため、有収率は上昇すると考えられる。
・上水道の原単位の実績は0.11～0.156m3/日・人の範囲で増加傾向で、簡易水道では0.25m3/人・日前後で横ばいとなっている。全体としては0.155～0.196m3/日・
人の範囲で増加傾向になる。推計の結果、上水道では平成27年度から平成28年度で0.156m3/人・日から0.165ｍ3/人・日となり、平成29年度以降は合算した値で、平
成38年度までの期間で、0.207m3/人・日から0.253m3/人・日に増加する。原単位は、地域により差があり、上水道地域で低い値になっているが、これは、一般家庭で井
戸水を併用している家庭が多いことや下水道事業も現在整備途中であることが要因である。下水道（農業集落排水）が整備されている北部地区では、0.25m3/人・日前
後で横ばいとなっていることから、この値が上限と考えられる。求めた原単位に給水人口を乗じて有収水量を算出し、有収水量は、平成27年度から28年度で1,864m3/
日から2,084m3/日に増加し、平成29年度以降は合算した値で、平成38年度までの期間で4,151m3/日から5,302m3/日に増加する。

組織の見通し

・施設は建設より20年～30年経過しており、設備等は老朽化が進んでいる。現在進行中の統合整備にて、機能低下した設備の更新を一部行っている。

・管路については、法定耐用年を過ぎたものはないが、漏水の目立つ管路もあり、有収率の低い原因となっている。耐震化もされていないため、管路の耐震化更新を進
める必要がある。

・施設規模について、給水量は今後10年間は増加傾向にあるため、現況程度での更新となる。

・旧簡易水道施設は施設能力が不足しているところもあり、利用率の低い上水エリアへの変更により、効率向上を目指す。

料金収入の見通し

・年間有収水量に供給単価を乗じて料金収入を算出する。
・供給単価は平成27年度の実績値を用いる。上水道の実績値は209円/m3、全体では195円/m3であるため、平成28年度は209円/ｍ3、平成29年度以降は195円/m3と
する。有収水量が増加するため、料金収入も増加する。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　
　水道課職員数は現在、11人。うち、水道係(4人）が上水道事業(簡易水道含む)を担当しており、再編の予定はない。

水需要の予測

施設の見通し

・給水区域内人口をコーホート要因法により算出し、普及率を乗じて給水人口とする。
・普及率は、全国で98％、岐阜県でも95％を超えている。それと比較して、本町は82％とかなり低い状況で、普及率の向上に努めているため、本計画の目標年度(最終
年度)で90％となるよう、現況（82.2％）より等差級数的に上昇するものとする。

・給水区域内人口は、減少傾向で、平成27年度から目標年度の平成38年度までの期間で、24,055人（上水・簡水合算値）から23,285人となり、770人減少するが、普及
率の上昇により、給水人口は増加し、平成27年度から平成38年度までの期間で、19,775人(上水・簡水合算値）から20,957人となり、1,182人増加する、

　平成27年度策定の「池田町水道事業ビジョン」で設定した目標の実現に向け、本経営戦略においても貢献することを基本方針とする。以下に設定した目標を示す。

＜水道の基本理念＞　　安心、快適を未来につなぐ池田の水道

　持続：健全で安定した、事業運営を続ける水道
　　　（目標）　　・アセットマネジメントを活用して、集中する更新需要を平準化する。
　　　　　　　　　 ･将来の水需要を見据えた効率的な施設運用のため、給水エリアの再編成を行う。
　安全：いつでもどこでも、おいしく飲める水道
　　　（目標）　　・すべての水源、浄水場で日常の水質管理を徹底する。
　　　　　　　　　 ･各水源の揚水量を見直し、過度な地下水の揚水を避け、水質の保全に努める。
　強靭：災害に迅速に対応する、しなやかな水道
　　　（目標）　　・経年化施設の更新を計画的に行う。
　　　　　　　　　 ･重要管路を把握し、更新に合わせ、必要な耐震化を行う。
                 　  ･応急給水体制を構築する。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成26年度全国平均

※　平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

現在、経常収支比率や料金回収率の数値が１００％
を切っている状況であり、今後経営環境は厳しさを
増していく中で経営健全化が必要であるため、経営
戦略策定に取り組み、計画的かつ合理的な経営を行
うことにより、持続可能な経営体制を目指す。
1か月２０㎥当たりの家庭料金は３，２４０円に訂
正します。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

2. 老朽化の状況について

供用開始が平成６年で管路が比較的新しいため、現
状では管路の更新の必要はないが、約２０年後には
管路の更新と合わせて機械・電気設備の更新が必要
となり、財源確保が今後の課題となる。その為平成
２７年度には水道ビジョンを策定し、中長期的な水
道施設の更新と資金確保を実現させるためアセット
マネジメント手法による更新需要及び財政収支見通
しの検討を行い、水道施設への更新投資を着実に実
施していく。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

1,230.34 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 66.57 49.49 3,672 12,205 9.92

現在は経常収支比率、料金回収率が１００％を切っ
ているが、その要因は企業債残高の元金及び利息の
支払いが高額のためであり、高料金対策繰入金によ
り支払利息等の費用を賄っている状況である。今後
は設備投資等の際には借入を行わない方針であり、
更なる費用の削減を図り、国債等の受取利息の増収
を図るとともに有収率の向上に努め健全経営を確保
していく。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

636.34 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) －

法適用 水道事業 末端給水事業 A7 24,690 38.80

経営比較分析表
岐阜県　池田町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.61 0.50 0.60 0.71 0.68

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 140.54 138.68 115.41 115.10 99.15

平均値 111.10 109.08 108.33 107.95 109.49

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 59.64 61.59 63.68 65.33 68.12

平均値 35.71 37.25 37.80 38.52 46.67

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 6.62 7.90 8.22 9.43 10.03

①経常収支比率(％) 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 17.43 16.09 15.69 13.47 9.49

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 2,706.42 2,719.30 1,820.07 2,207.63 925.75

平均値 1,149.75 1,128.25 1,159.41 1,081.23 406.37

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 868.14 788.22 715.19 641.23 573.20

平均値 462.52 474.06 458.00 443.13 442.54

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 76.39 85.74 72.28 86.90 71.45

平均値 99.71 96.62 96.27 95.40 98.60

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 290.92 253.32 297.01 243.74 293.84

平均値 176.84 184.53 186.94 186.15 181.67

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 35.67 37.33 39.17 42.09 42.33

平均値 53.50 52.90 54.51 54.47 53.61

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

H22 H23 H24 H25 H26

当該値 87.21 87.26 85.89 82.56 83.51

平均値 82.80 81.63 81.79 81.46 81.31

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％) 

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％) 

【113.03】 【0.81】 【264.16】 【283.72】 

【89.78】 【59.80】 【164.21】 【104.60】 

【46.31】 【12.42】 【0.78】 



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成26年度全国平均

※　平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
岐阜県　池田町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

636.34 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) －

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D2 24,690 38.80

経営の健全性・効率性は保たれているといえる。今
後、更新投資等に充てる財源確保のため費用の削減
等を図り健全経営を持続していく。また、平成２６
年度には漏水調査を実施し大規模な漏水修繕により
有収率の向上を図ったが、今後も漏水調査を継続し
て実施し早期の漏水修繕により有収率の向上を図っ
ていく。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

784.71 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 該当数値なし 32.46 3,672 8,004 10.20

2. 老朽化の状況について

管路の老朽化は平成４０年以降の問題となる。機
械・電気設備は平成２７～２８年度で更新する。平
成２７年度には水道ビジョンを策定し、財政的な視
点と合わせて今後の管路更新計画を検討していく。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

現在は比較的健全経営を実現しているが、今後水道
施設への更新投資を着実に実施していくために経営
戦略策定に取り組み、計画的かつ合理的な経営を行
うことにより、持続可能な経営体制を目指す。
1か月２０㎥当たりの家庭料金は３，２４０円に訂
正します。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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当該値 80.39 79.96 72.43 67.56 78.65
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％) 

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％) 

【76.03】     【1,239.32】 

【75.39】 【58.19】 【476.46】 【36.33】 

    【0.74】 

該当数値なし 該当数値なし 

該当数値なし 該当数値なし 



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・平成29年度に上水道会計と簡易水道特別会計を統合するが、施設としては大きな変更はないため、二会計の経費を合算する方向で将来値を算定した。

・経費については、どの項目においても年により変動があるため、将来値の算出は、過去5年間の平均値で一定とした。

・職員給与費について、水道係の職員は、上水道事業と簡易水道事業を兼務しており、上水道では現在、職員給与費を見込んでおらず、簡易水道で計上している。統
合後(平成29年度以降)は、そのまま合算するため、簡易水道での実績値を経費として計上する。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標

・集中する更新需要を平準化する。

・管路の耐震化を優先して、災害に対応できるようにする。

・数値目標　：　有収率　92％　　　管路更新率　1％

目 標

・企業債、繰入金等を用いず、自己財源にて事業を行う。

・基幹管路の更新においては、水道施設等耐震化事業の補助対象となり得るため、国庫補助金を利用する。

・数値目標　：　普及率　90％        企業債残高対給水収益比率　0％

②　収支計画のうち財源についての説明

・平成28年度までは、簡易水道の統合事業として、水源地、配水池およびポンプ場の計装設備と庁舎の監視設備の更新整備を行う。

・平成29年度からは、管路の更新工事を優先して行う。
　前半(H29～H33)に、漏水の多い、φ150～φ200の塩ビ管を耐震管へ更新する。後半(H34～H38)は、基幹管路の耐震化を行う。

・平成32年度より、統合整備で更新していない設備の更新を行う。主に水源地の電気盤やポンプ類の更新となる。

・給水人口、および、給水量は増加傾向のため、管路の口径やポンプの容量は現状維持とする。

・更新需要の平準化を行い、年間約2億5千万円程度の工事を行うこととする。

・企業債、繰入金は用いず、自己財源にて事業を行う。創設以降、大きな改良工事等は行っておらず、財源のほとんどは起債の償還に充てていたが、償還も終盤で、
自己資金の残高も多いため、今後はこの財源を更新工事に充てることとした。更新工事の平準化により、資金残高を考慮しながら自己財源での事業を行う予定である。

・基幹管路の更新において、現行の補助制度では、布設後30年以上が経過したダクタイル鋳鉄管で国庫補助金の対象となるため、事業費の1/4を国庫補助金とした。

・料金については、創設より料金の改定は行っていないが、近隣地域と比較してもやや高額となっているため、計画期間内は現行のままとする。料金収入を確実に確保
するため、普及率の向上に努める。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

統合前← →簡水統合後 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 182,892 164,580 190,664 327,152 336,475 346,518 355,123 364,091 373,131 383,129 391,280 400,605 409,074
(1) 139,767 142,208 158,978 295,448 304,771 314,814 323,419 332,387 341,427 351,425 359,576 368,901 377,370
(2) (B)
(3) 43,125 22,372 31,686 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704 31,704

２． 23,839 38,724 15,650 17,620 17,641 17,663 17,685 17,707 17,729 18,827 18,849 20,461 21,973
(1) 7,585 13

7,585 13

(2) 12,897 6,528 6,365 6,908 6,929 6,951 6,973 6,995 7,017 8,115 8,137 9,749 11,261
(3) 3,357 32,183 9,285 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712 10,712

(C) 206,731 203,304 206,314 344,772 354,116 364,181 372,808 381,798 390,860 401,956 410,129 421,066 431,047
１． 170,545 132,340 130,238 307,517 312,311 317,249 322,445 326,683 331,498 263,049 219,111 223,758 228,553
(1) 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393

11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393 11,393

(2) 87,093 63,870 63,480 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501 105,501
7,978 7,663 6,890 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791 17,791

49,378 30,559 35,569 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780 49,780
362 173 342 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421

29,375 25,475 20,679 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509 37,509
(3) 83,452 68,470 66,758 190,623 195,417 200,355 205,551 209,789 214,604 146,155 102,217 106,864 111,659

２． 37,954 35,483 30,737 34,403 28,593 22,829 17,524 12,634 8,659 6,488 5,846 5,846 5,846
(1) 37,931 34,027 29,947 28,557 22,747 16,983 11,678 6,788 2,813 642
(2) 23 1,456 790 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846 5,846

(D) 208,499 167,823 160,975 341,920 340,904 340,078 339,969 339,317 340,157 269,537 224,957 229,604 234,399
(E) △ 1,768 35,481 45,339 2,852 13,212 24,103 32,839 42,481 50,703 132,419 185,172 191,462 196,648
(F)
(G) 1,253 641 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587 1,587
(H) △ 1,253 △ 641 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587 △ 1,587

△ 3,021 34,840 43,752 1,265 11,625 22,516 31,252 40,894 49,116 130,832 183,585 189,875 195,061
(I)
(J) 1,260,929 1,044,900 972,955 781,372 584,506 408,975 280,324 133,373 152,568 154,120 248,466 342,151 449,089

43,136 39,800 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468 41,468
(K) 136,206 156,326 178,633 180,917 170,845 166,565 152,595 115,602 75,998 52,600 52,600 52,600 52,600

91,615 95,696 126,033 128,317 118,245 113,965 99,995 63,002 23,398

34,591 50,608 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 182,892 164,580 190,664 327,152 336,475 346,518 355,123 364,091 373,131 383,129 391,280 400,605 409,074

(N)

(O)

(P) 165,355 182,892 164,580 190,664 327,152 336,475 346,518 355,123 364,091 373,131 383,129 391,280 400,605

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

平成28年度

営 業 収 益

平成29年度 平成34年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成35年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

統合前← →簡水統合後 （単位：千円）
年　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１．

２．

３．

４．

５．

６． 662 3,561 21,722 43,076 63,577 59,582 58,262

７．

８． 375

９． 6,790 9,110 6,500 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410

(A) 7,452 13,046 28,222 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 50,486 7,410 70,987 66,992 65,672

(B)

(C) 7,452 13,046 28,222 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 50,486 7,410 70,987 66,992 65,672

１． 3,551 46,236 130,923 260,224 266,000 276,336 237,956 261,061 185,388 227,934 254,306 260,297 254,193

２． 87,711 91,615 95,696 126,033 128,317 118,245 113,965 99,995 63,002 23,398

３．

４．

５． 195,756 200,049

(D) 287,018 337,900 226,619 386,257 394,317 394,581 351,921 361,056 248,390 251,332 254,306 260,297 254,193

(E) 279,566 324,854 198,397 378,847 386,907 387,171 344,511 353,646 197,904 243,922 183,319 193,305 188,521

１． 279,566 324,854 198,397 378,847 386,907 387,171 344,511 353,646 197,904 243,922 183,319 193,305 188,521

２．

３．

４．

(F) 279,566 324,854 198,397 378,847 386,907 387,171 344,511 353,646 197,904 243,922 183,319 193,305 188,521

(G)

(H) 801,144 709,529 672,955 546,922 418,605 300,360 186,395 86,400 23,398

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

7,585 13

7,585 13

7,585 13

平成38年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成34年度

計

そ の 他

平成35年度 平成36年度 平成37年度

他 会 計 負 担 金

平成33年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成37年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

平成38年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度平成29年度平成28年度 平成33年度



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

簡易水道の統合整備による給水エリアの変更により、取水施設等の利用率を均等化するなどの対策を行い、動力費の
軽減を図る計画である。

事業統合後の平成29年度より2名を計上する。

特になし。

　財政計画については、更新需要等を今後50年程度を見通したうえで計画しているが、計画期間内は給水人口や給水量が増加傾向で、計画期間を過ぎた後、減少傾
向となるため、施設のスペックダウン等は見込んでいない。ただし、料金収入の減少により、現行の料金設定では自己資金での更新が困難となるため、今後、料金の改
定が必要である。簡易水道の統合により、給水エリアの見直しを行い、施設の効率化を図る計画であるが、本計画では維持管理費等への反映はしていないため、今
後、その効果についても検討予定である。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

有価証券の購入等を行っている。

そ の 他 の 取 組 特になし。

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

施設や水質管理の委託は今後も継続するため、必要である。

管路の耐震化更新等、更新事業が進むと修繕費は減少する可能性がある。

・毎年度進捗管理（モニタリング）を行い、5年に一度を目安として、見直し（ローリング）を行うこととする。
・PDCAサイクルを活用し、計画、実施、検証、見直しを継続して行う。
・各種の経営指標等を活用した同種企業との比較や各関係者からの意見聴取を行い、経営の健全化・効率化に取り組
む。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

更新需要等を今後50年程度を見通したうえで計画しており、更新需要の集中を避けるため、管路更新を前倒しで耐震
化優先とし、設備については機能維持できるものは長寿命化更新として、工事費を平準化している。

広 域 化
近隣の事業体としては、大垣市や神戸町等があり、検討の機会を設けていく必要はあると考えているが、具体的な検討
には至っておらず、取組の予定はない。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 （ *2 ） に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 特になし。

借入は行わない。

繰入は行わない。

施設規模も小さいため、実施の予定はない。
民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

繰 入 金

計画期間内は給水人口や給水量が増加傾向で、計画期間を過ぎた後、減少傾向となるため、当面、廃止等のできる設
備はない。

計画期間内は給水人口や給水量が上昇傾向で、計画期間を過ぎた後、減少傾向となるため、当面、スペックダウンので
きる設備はない。

そ の 他 の 取 組

計画期間内は、有収水量は増加傾向であるが、平成39年度より減少傾向となり、料金収入も減少するため、自己資金の
みでの更新は困難となる。今後は、料金改定が必要と考える。

動 力 費

職 員 給 与 費


